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こ
ん
な
こ
と
が

　
　
　
決
ま
り
ま
し
た

６月定例会
　

平
成
22
年
第
２
回
議
会
定
例
会
は
、
６
月
16
日
に
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

　

提
案
さ
れ
た
５
議
案
は
質
疑
の
後
可
決
し
、
報
告
が

１
件
、
ま
た
請
願
２
件
の
う
ち
１
件
が
採
択
さ
れ
ま
し

た
。

　

一
般
質
問
は
、
１
議
員
が
行
い
町
政
の
課
題
を
問
い

ま
し
た
。

条
例
の
一
部
改
正

︵
議
案
第
１
号
︶

　

睦
沢
町
税
条
例
の
一
部

改
正
︵
専
決
処
分
の
承

認
︶

　

地
方
税
法
の
一
部
改
正

に
伴
う
条
例
改
正
で
す
。

《
市
町
村
民
税
関
係
》

　

主
な
内
容
は
、
①
年
少

扶
養
親
族
16
歳
未
満
に
係

る
扶
養
控
除
の
廃
止
と
特

定
扶
養
親
族
16
歳
以
上
23

歳
未
満
の
う
ち
、
年
齢
16

歳
以
上
19
歳
未
満
に
係
る

扶
養
控
除
の
上
乗
せ
部
分

12
万
円
を
廃
止
し
、
扶
養

控
除
の
額
を
1
人
に
つ
き

33
万
円
と
す
る
も
の
で
す
。

（
現
行
は
45
万
円
）

　

こ
れ
ら
は
、
子
ど
も
手

当
、
高
校
無
償
化
の
支
給

財
源
に
対
応
す
る
措
置
で

平
成
24
年
分
住
民
税
か
ら

適
用
し
ま
す
。

　

②
給
与
所
得
者
及
び
公

的
年
金
受
給
者
は
、
扶
養

控
除
等
の
申
告
書
を
提
出

す
る
際
、
ア
．
給
与
ま
た

は
公
的
年
金
等
支
払
者
の

氏
名
ま
た
は
名
称
、
イ
．

扶
養
親
族
の
氏
名
、
ウ
．

そ
の
他
施
行
規
則
で
定
め

る
事
項
を
記
載
し
た
申
告

書
の
提
出
が
義
務
付
け
さ

れ
ま
し
た
。
平
成
24
年
度

分
以
後
の
個
人
町
民
税
に

適
用
し
ま
す
。

　

③
公
的
年
金
等
の
所
得

に
か
か
わ
る
所
得
割
の
徴

収
方
法
の
見
直
し
で
す
。

　

65
歳
未
満
の
者
の
公
的

年
金
等
に
係
る
所
得
を
有

す
る
者
に
つ
い
て
は
、
特

別
徴
収
す
べ
き
給
与
所
得

に
係
る
税
額
に
公
的
年
金

等
に
係
る
所
得
割
額
を
加

算
し
て
一
括
特
別
徴
収
す

る
も
の
で
す
。
平
成
22
年

度
分
以
後
の
個
人
町
民
税

に
適
用
し
ま
す
。

　

④
た
ば
こ
税
の
引
き
上

げ
で
す
。

　

マ
イ
ル
ド
セ
ブ
ン
な
ど

旧
３
級
品
以
外
の
製
造
た

ば
こ
１
千
本
に
つ
き
、
３

千
298
円
を
４
千
618
円

に
、
わ
か
ば
、
エ
コ

ー
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
バ

ッ
ト
な
ど
旧
３
級
品

を
１
千
本
に
つ
き
、

１
千
564
円
を
２
千
190

円
に
引
き
上
げ
る
も

の
で
す
。

　

手
持
品
課
税
を
含

め
、
平
成
22
年
10
月

１
日
か
ら
の
実
施
で

す
。

《
固
定
資
産
税
関
係
》

　

新
築
住
宅
の
固
定
資
産

税
の
減
額
特
例
が
、
今
後

１
年
間
で
優
良
な
住
宅
ス

ト
ッ
ク
重
視
の
観
点
か
ら

見
直
し
を
検
討
す
る
条
件

で
次
の
と
お
り
延
長
さ
れ

ま
す
。

引き上げられるたばこ税

新築工事現場

夕涼み会（こども園）

住宅の種別 減額期間 減額割合 延長期間

新築住宅 （一般） ３年間 ２分の１ ２年延長

　 〃 （耐火住宅） ５年間 ２分の１ ２年延長

優良住宅 （一般） ５年間 ２分の１ ２年延長

　 〃 （耐火住宅） ７年間 ２分の１ ２年延長

省エネ改修住宅 １年間 ３分の１ ３年延長

バリアフリー改修住宅 １年間 ３分の１ ３年延長
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こ ん な こ と が 決 ま り ま し た

ウエストへるス塾

特定検診

質
　
疑

︹
市
原
時
夫
議
員
︺
子
ど

も
手
当
は
よ
い
と
思
っ
た

が
、
扶
養
控
除
の
見
直
し

で
増
税
感
が
深
ま
る
。
税

収
と
し
て
ど
の
ぐ
ら
い
増

額
に
な
る
の
か
。

︹
税
務
住
民
課
長
︺
現
在

の
子
ど
も
数
16
歳
未
満
１

千
65
人
、
16
歳
か
ら
19
歳

未
満
198
人
を
考
慮
し
算
定

し
た
場
合
、
２
千
万
円
程

度
上
が
る
と
思
い
ま
す
。

︹
議
員
︺
た
ば
こ
税
増
税

分
の
使
い
道
で
、
た
ば
こ

被
害
者
へ
の
対
策
や
医
学

研
究
な
ど
予
防
対
策
等
明

確
に
な
っ
て
い
る
も
の
は

あ
る
の
か
。

︹
課
長
︺
引
き
上
げ
に
よ

り
、
若
干
増
額
を
予
測
し

て
い
ま
す
が
、
町
の
一
般

財
源
で
あ
り
、
町
の
施
策

と
し
て
対
応
し
ま
す
。

︵
議
案
第
２
号
︶

　

睦
沢
町
国
民
健
康
保
険

税
条
例
の
一
部
改
正
︵
専

決
処
分
の
承
認
︶

　

地
方
税
法
の
一
部
改
正

に
伴
う
条
例
改
正
で
す
。

　

主
な
内
容
は
、
①
中
間

所
得
層
の
負
担
軽
減
の
た

め
、
基
礎
課
税
額
の
限
度

額
を
47
万
円
か
ら
50
万
円

に
、
後
期
高
齢
者
支
援
金

等
課
税
額
12
万
円
を
13
万

円
に
引
き
上
げ
る
も
の
で

す
。

　

昨
年
、
介
護
納
付
金
限

度
額
を
10
万
円
に
引
き
上

げ
て
お
り
、
全
体
で
73
万

円
に
な
り
ま
す
。

　

②
減
額
措
置
に
係
る
基

準
の
見
直
し
で
す
。

　

45
％
以
上
55
％
未
満
の

応
益
割
合
を
使
用
し
て
い

た
が
、
本
改
正
で
割
合
が

撤
廃
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
町
で
は
、
平
成
７
年

か
ら
、
７
割
、
５
割
、
２

割
の
減
額
割
合
で
あ
り
、

こ
れ
を
継
続
し
ま
す
。

　

③
非
自
発
的
失
業
者
に

対
す
る
軽
減
措
置
の
創
設

で
す
。

　

被
保
険
者
が
非
自
発
的

な
理
由
に
よ
り
、
離
職
し

た
一
定
の
者
で
あ
る
場
合
、

在
職
中
の
保
険
税
負
担
と

比
較
し
て
過
重
と
な
ら
な

い
よ
う
、
前
年
の
給
与
所

得
を
100
分
の
30
と
し
て
算

定
し
、
負
担
軽
減
を
は
か

る
も
の
で
す
。

質
　
疑

︹
今
関
澄
男
議
員
︺
課
税

限
度
額
の
引
き
上
げ
に
よ

り
、
中
間
所
得
層
の
負
担

は
ど
の
程
度
軽
減
さ
れ
る

の
か
。

︹
税
務
住
民
課
長
︺
今
回
、

限
度
額
対
象
者
は
、
24
世

帯
ほ
ど
あ
り
ま
す
が
、
額

的
に
は
算
出
し
て
い
ま
せ

ん
。
５
割
、
２
割
軽
減
者

に
影
響
し
ま
す
。

︹
議
員
︺
昨
年
、
本
年
と

毎
年
課
税
限
度
額
の
見
直

し
が
あ
る
が
、
何
を
基
準

に
改
正
す
る
の
か
。

︹
課
長
︺
国
は
世
帯
調
査

な
ど
他
制
度
と
の
調
整
を

考
慮
し
、
決
め
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
健
保
で
は
、
82

万
円
程
で
す
が
、
国
保
も

こ
れ
に
準
じ
て
上
が
る
と

伺
っ
て
い
ま
す
。

︹
市
原
時
夫
議
員
︺
減
額

措
置
の
応
益
負
担
割
合
で
、

今
日
ま
で
枠
に
よ
り
自
由

な
裁
量
が
で
き
な
か
っ
た

が
、
改
正
に
よ
り
応
益
割

合
全
部
を
少
な
く
し
、
低

所
得
者
へ
の
対
応
も
可
能

と
な
る
。
思
い
切
っ
た
改

正
を
す
べ
き
で
は
な
か
っ

た
か
。

︹
税
務
住
民
課
長
︺
本
町

の
応
益
割
合
は
、
50
％
に

近
づ
き
、
国
の
目
指
し
て

い
る
基
準
に
沿
っ
て
い
ま

す
。

　

今
回
、
税
率
の
見
直
し

は
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

今
後
、
す
べ
て
の
所
得
層

を
勘
案
し
た
中
で
対
応
し

ま
す
。



	 2010 年（平成 22年）8月 15日	 むつざわ　議会だより	 第 125 号

（4）

	 2010 年（平成 22年）8月 15日	 むつざわ　議会だより	 第 125 号

こ ん な こ と が 決 ま り ま し た

そ

の

他

人
事
案
件

︵
議
案
第
３
号
︶

　

千
葉
県
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
を
組
織
す
る

地
方
公
共
団
体
の
数
の
減

少
及
び
千
葉
県
後
期
高
齢

者
医
療
広
域
連
合
規
約
の

一
部
を
改
正
す
る
規
約
の

制
定
に
関
す
る
協
議

︵
議
案
第
４
号
︶

　

千
葉
県
市
町
村
総
合
事

務
組
合
を
組
織
す
る
地
方

公
共
団
体
の
数
の
減
少
及

び
千
葉
県
市
町
村
総
合
事

務
組
合
規
約
の
一
部
を
改

正
す
る
規
約
の
制
定
に
関

す
る
協
議

　

印
旛
村
及
び
本
埜
村
が

印
西
市
に
編
入
さ
れ
た
こ

と
に
伴
う
も
の
で
す
。

︵
議
案
第
５
号
︶

　

固
定
資
産
評
価
審
査
委

員
会
委
員
の
選
任

　

任
期
満
了
に
伴
い
、
次

の
方
の
選
任
を
承
認
し
ま

し
た
。

住
所　

茂
原
市
茂
原

　
　
　

１
５
６
５
番
地
12

氏
名　

豊
田　

正
一　

氏

　

昭
和
32
年
９
月
12
日
生

︵
請
願
第
１
号
︶

　

Ｅ
Ｐ
Ａ
・
Ｆ
Ｔ
Ａ
推
進

路
線
の
見
直
し
を
求
め
る

請
願

紹
介
議
員　

市
原　

時
夫

　

Ｅ
Ｐ
Ａ
・
Ｆ
Ｔ
Ａ
推
進

路
線
を
見
直
す
と
と
も
に
、

日
豪
交
渉
を
中
止
し
、
ア

ジ
ア
太
平
洋
自
由
貿
易
圏

に
よ
る
農
産
物
の
関
税
撤

廃
を
行
わ
な
い
こ
と
を
求

め
る
も
の
で
す
。

採
択
さ
れ
た
請
願

不
採
択
と
な
っ
た

　
　
　
　
　
請
願

提
出
の
決
ま
っ
た

　
　
　
　
　
意
見
書

︵
請
願
第
２
号
︶

　

備
蓄
米
買
い
入
れ

と
米
価
の
回
復
・
安

定
を
求
め
る
請
願

紹
介
議
員

　
　
　

市
原　

時
夫

　

米
価
安
定
の
た
め
、

備
蓄
米
か
ら
主
食
に

不
向
き
な
も
の
を
の

ぞ
き
、
新
た
に
30
万

ト
ン
相
当
の
備
蓄
米

の
買
い
入
れ
を
政
府

に
求
め
る
も
の
で
す
。

質
　
疑

︹
今
関
澄
男
議
員
︺
米
価

の
回
復
に
は
、
米
消
費
対

策
な
ど
総
合
的
な
請
願
を

す
べ
き
で
は
。

︹
紹
介
議
員
︺
総
合
的
に

農
業
政
策
を
守
る
、
米
を

守
ろ
う
と
い
う
視
点
で
の

請
願
で
す
。

︹
岡
澤
宏
一
議
員
︺
請
願

趣
旨
は
わ
か
る
が
、
ミ
ニ

マ
ム
ア
ク
セ
ス
米
な
ど
の

表
現
を
加
え
る
こ
と
が
で

き
る
か
。

︹
紹
介
議
員
︺
団
体
か
ら

出
て
き
て
い
る
の
で
ご
理

解
い
た
だ
き
た
い
。

︵
発
議
案
第
１
号
︶

　

Ｅ
Ｐ
Ａ
・
Ｆ
Ｔ
Ａ
推
進

路
線
の
見
直
し
を
求
め
る

意
見
書
の
提
出

　

こ
の
意
見
書
は
、
採
択

さ
れ
関
係
機
関
に
提
出
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

水稲病害虫駆除

受講する議員

議員研修会を開催
議員の危機管理を学ぶ

　

平
成
22
年
６
月
24
日
、

議
員
研
修
会
が
役
場
会
議

室
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

市
町
村
ア
カ
デ
ミ
ー
客

員
教
授
の
大
塚
康
男
氏
を

講
師
に
迎
え
、
「
議
員
の

危
機
管
理
」
と
題
し
、
政

務
調
査
費
の
本
来
の
目
的

や
問
題
点
、
兼
業
の
禁
止

な
ど
に
つ
い
て
事
例
を
踏

ま
え
、
研
修
し
ま
し
た
。

　

本
研
修
を
通
じ
、
議
員

と
し
て
の
心
構
え
を
改
め

て
認
識
し
ま
し
た
。
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町
政
の
課
題
を
問
う

町
政
の
課
題
を
問
う

東金の医療センターより

長生病院充実を優先に

市		原		時		夫　議	員

注
視
し
て
い
き
ま
す

総
合
的
判
断
で

検
討　
　
　
　
　

実
情
を
み
て
行
い
ま
す

取
り
組
ん
で
い
ま
す

ワ
ク
チ
ン
接
種
の
助
成
を

緊
急
雇
用
対
策
は

畜

産

支

援

は

福
祉
車
両
の
購
入
支
援
を

中
学
卒
業
ま
で

医
療
費
無
料
化
を

福祉車両

公立長生病院

　

東
金
九
十
九
里
地
域
医

療
セ
ン
タ
ー
の
建
設
計
画

に
つ
い
て
は
、
財
政
的
に

も
、
ス
タ
ッ
フ
の
確
保
の

面
で
も
不
安
材
料
が
指
摘

さ
れ
て
お
り
、
本
町
は
、

そ
の
責
任
の
一
端
を
負
う

よ
り
長
生
病
院
の
充
実
を

優
先
す
べ
き
で
は
。

︹
町
長
︺
新
た
な
財
政
負

担
を
強
い
る
こ
と
の
な
い

よ
う
注
視
し
て
い
き
ま
す
。

こ
そ
最
優
先
に
論
議
す
べ

き
で
は
。

︹
町
長
︺
長
生
病
院
や
地

域
の
病
院
の
機
能
強
化
を

最
優
先
と
し
、
取
り
組
み

ま
す
。

︹
議
員
︺
長
生
病
院
の
公

営
企
業
法
の
全
部
適
用
の

動
き
が
あ
る
と
聞
い
て
い

る
。

　

住
民
に
内
容
を
公
開
し

時
間
を
か
け
た
議
論
を
行

う
べ
き
で
は
。

︹
町
長
︺
長
生
病
院
、
自

治
体
と
医
師
会
で
協
議
し

進
め
ま
す
。

︹
町
長
︺
子
育
て
支

援
策
を
総
合
的
に
判

断
し
、
助
成
拡
充
を

検
討
し
ま
す
。

︹
議
員
︺
長
生
村
、

長
南
町
、
い
す
み
市

な
ど
近
隣
で
も
子
ど

も
の
医
療
費
無
料
化

は
中
学
校
卒
業
ま
で

と
な
っ
て
い
る
。
本

町
も
実
施
す
べ
き
で

は
。

︹
議
員
︺
子
宮
頸
ガ
ン
ワ

ク
チ
ン
、
ヒ
ブ
ワ
ク
チ
ン

接
種
へ
の
助
成
を
す
べ
き

で
は
。

︹
町
長
︺
保
護
者
の
意
向

調
査
や
医
師
会
、
近
隣
町

村
等
の
意
見
交
換
の
中
で

検
討
し
ま
す
。

︹
議
員
︺
社
会
福
祉
協
議

会
の
車
両
貸
出
事
業
に
つ

い
て
、
車
い
す
対
応
車
両

（
普
通
車
）
の
購
入
支
援

を
行
っ
て
は
。

︹
町
長
︺
リ
ク
ラ
イ
ニ
ン

グ
車
い
す
対
応
車
両
な
ど

︹
議
員
︺
町
の
緊
急
雇
用

予
算
の
活
用
状
況
は
。

︹
町
長
︺
緊
急
雇
用
創
出

事
業
で
、
延
べ
31
人
の
臨

時
職
員
を
予
定
し
、
ま
た
、

町
内
老
人
介
護
施
設
等
に

４
施
設
７
名
の
雇
用
を
お

願
い
し
て
い
ま
す
。

︹
議
員
︺
企
業
へ
雇
用
確

保
の
努
力
を
申
し
入
れ
る

べ
き
で
は
。

︹
町
長
︺
大
企
業
の
社
会

的
責
任
か
ら
、
機
会
が
あ

れ
ば
雇
用
確
保
を
お
願
い

し
て
ま
い
り
ま
す
。

︹
議
員
︺
口
蹄て

い

疫
へ
の
予

防
と
対
応
は
。

︹
町
長
︺
生
産
者
へ
の
消

毒
用
消
石
灰
配
付
を
進
め

て
お
り
、
情
報
収
集
、
伝

達
、
予
防
対
策
に
努
め
ま

す
。

一　　　　般　　　　質　　　　問

︹
議
員
︺
こ
の
計
画
に
対

す
る
３
郡
市
の
ワ
ー
キ
ン

グ
グ
ル
ー
プ
の
検
討
会
や

首
長
も
含
め
た
協
議
会
で

は
、
医
師
や
看
護
師
の
確

保
、
地
域
医
療
か
ら
医
師

が
引
き
上
げ
ら
れ
て
し
ま

う
の
で
は
と
い
う
声
も
出

た
。一

極
集
中
型
の
医
療
セ

ン
タ
ー
建
設
は
、
県
の
責

任
で
進
め
、
長
生
病
院
の

救
命
救
急
体
制
、
小
児
科

・
産
婦
人
科
の
整
備
充
実

助
成
事
業
等
の
活
用
を
視

野
に
入
れ
、
今
後
支
援
を

行
い
ま
す
。
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江
戸
時
代
の
鵜う

ば羽
神
社
の
祭
礼
「
十と

お
か日

祭ま
ち

」
①

　

新
し
い
編
集
委
員
に
な

っ
て
３
号
目
の
議
会
だ
よ

り
で
す
。

議
会
と
は
、
町
の
議
事

機
関
、
意
志
決
定
機
関
と

し
て
存
在
し
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
、
私
た
ち
議

員
は
そ
れ
ぞ
れ
の
議
案
に

対
し
て
慎
重
か
つ
入
念
に

取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。

同
時
に
編
集
委
員
と
し
て

議
会
活
動
を
町
民
の
皆
様

に
「
迅
速
に
」「
よ
り
正

確
に
」
情
報
発
信
し
な
け

れ
ば
と
活
動
し
て
お
り
ま

す
。な

か
な
か
議
会
内
の
細

か
い
と
こ
ろ
ま
で
お
伝
え

す
る
こ
と
は
紙
面
の
都
合

も
あ
り
、
歯
が
ゆ
い
思
い

も
あ
り
ま
す
が
、
少
し
で

も
読
み
や
す
く
、
わ
か
り

や
す
く
と
心
が
け
て
い
ま

す
。こ

れ
か
ら
も
鋭
意
努
力

を
重
ね
、
よ
り
よ
い
議
会

だ
よ
り
を
町
民
の
皆
様
に

お
届
け
で
き
る
よ
う
紙
面

作
り
に
努
め
ま
す
。Ｈ

・
Ｕ

議会を傍聴しませんか議会を傍聴しませんか

第3回（9月）定例会は
　9月16日（木）から
　開催の予定です。
詳しくは、
議会事務局  44-2510へ
お問い合せください。

　

本
町
に
は
19
件
の
町
指

定
文
化
財
が
あ
り
、
う
ち

３
件
が
無
形
民
俗
文
化
財

で
す
。
鵜
羽
神
社
「
十
日

祭
」
及
び
供く

き器
（
昭
和
61

年
３
月
31
日
指
定
）
は
そ

の
ひ
と
つ
で
、
９
月
に
は

そ
の
祭
礼
が
あ
り
、
９
月

10
日
に
鵜
羽
神
社
の
神み

輿こ
し

が
一
宮
町
の
玉
前
神
社
に

渡と

ぎ

ょ御
し
ま
す
。

　

祭
礼
の
次
第
は
時
代
に

よ
り
変
化
す
る
も
の
で
す

が
、
江
戸
時
代
の
史
料
を

解
読
し
て
当
時
の
鵜
羽
神

社
の
祭
礼
を
紹
介
し
、
現

在
と
の
違
い
を
見
ま
す
。

こ
の
史
料
（
写
真
１
）
は

玉
前
神
社
所
蔵
の
「
鵜
羽

山
大
明
神
関
係
綴
」
の
な

か
の
「
八
月
十
日
御
祭
礼

恒
例
之
次
第
」
で
、
江
戸

時
代
の
１
７
７
４
（
安
永

３
）
年
に
鵜
羽
神
社
神
主

の
河
野
通
令
が
記
し
た
古

文
書
を
明
治
時
代
に
写
し

た
綴
り
で
す
。
こ
れ
に
よ

る
と
江
戸
時
代
の
鵜
羽
神

社
の
祭
礼
は
次
の
よ
う
で

し
た
。

　

ま
ず
、
一
宮
の
鎌
田
氏

が
鵜
羽
神
社
ま
で
早
朝
よ

り
お
迎
え
に
出
る
。
ま
た

一
宮
か
ら
は
命み

ょ
う
ぶ婦
１
人
も

２
歳
の
馬
１
頭
で
待
山
原

ま
で
お
迎
え
に
出
る
。

　

さ
て
、
鵜
羽
神
社
の
神

輿
が
一
宮
の
玉
前
神
社
に

入
る
と
、
中な

か
む
か
し昔
か
ら
御お

神か
ぐ

楽ら

殿で
ん

の
前
に
荒あ

ら

菰こ
も

を
敷
き

神
輿
を
据
え
、
御
神
楽
を

奏
し
て
か
ら
社
殿
の
脇
の

西
の
方
へ
移
動
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で

は
大
昔
か
ら
床
の
上
に
荒

菰
を
敷
き
、
神
輿
を
据
え

て
い
る
。
こ
の
時
、
玉
前

神
社
神
主
の
田
中
氏
が
玉

前
の
大
麻
を
鎌
田
氏
に
持

た
せ
、
お
供
え
に
お
神
酒

・
お
供
え
餅
・
洗
米
を
八

つ
足
の
机
に
設
け
て
神
社

の
者
に
持
た
せ
出
て
、
鵜

羽
神
社
の
神
主
の
案
内
で

神
輿
の
前
に
供
え
、
洗
米

を
境
内
の
庭
に
散
じ
て
お

祓
い
を
す
る
。
こ
の
時
、

鵜
羽
神
社
の
大
麻
を
い
た

だ
く
、
と
い
う
次
第
で
す
。

　

こ
の
史
料
に
描
か
れ
た

江
戸
時
代
の
鵜
羽
神
社
の

祭
礼
に
は
現
在
と
同
じ
部

分
も
あ
り
ま
す
が
、
ち
が

う
部
分
も
あ
り
ま
す
。
ま

ず
、
現
在
は
一
宮
の
鎌
田

氏
や
命
婦
が
お
迎
え
に
出

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

玉
前
神
社
に
入
っ
た
と
き

神
楽
殿
の
前
に
神
輿
を
据

え
（
写
真
２
）、
御
神
楽

を
奏
し
て
社
殿
の
脇
の
西

の
方
へ
移
動
す
る
こ
と
は

現
在
で
も
同
じ
で
す
。
た

だ
し
現
在
は
、
荒
菰
を
敷

い
た
上
に
神
輿
を
据
え
る

の
で
は
な
く
、
馬
と
呼
ば

れ
る
器
具
の
上
に
据
え
て

い
ま
す
。
こ
こ
で
お
供
え

を
し
て
儀
式
を
す
る
こ
と

は
同
じ
で
す
が
、
現
在
は

洗
米
を
撒ま

く
こ
と
は
し
ま

せ
ん
。

　

鵜
羽
神
社
の
祭
礼
に
は

長
い
歴
史
が
あ
り
、
歴
史

の
中
で
変
化
す
る
部
分
と

変
化
し
な
い
部
分
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
を
注
意
深
く

観
察
し
て
い
く
と
、
興
味

深
い
こ
と
が
見
え
て
き
ま

す
。

写真１　御祭礼恒例之次第

写真２　鵜羽神社の御輿
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